
センコーグループ人権方針 
  
 センコーグループは、「人を育て、人々の生活を支援する企業グループとして、未来を動かすサービス・商品
の新潮流の創造にたゆみなく挑戦し、真に豊かなグローバル社会の実現に貢献する」ことをミッションとして
います。 

近年、企業の人権尊重への取り組みの重要性は増しており、自社の従業員のみならず、お客様、ビジネスパ
ートナー、地域社会等の様々なステークホルダーと協力し、人権を尊重した活動をすることが求められていま
す。 

センコーグループは、「国連グローバル・コンパクト１０原則」に賛同しています。また、「世界人権宣言」
を含む国際人権章典及び労働における基本的権利を規定した国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原
則および権利に関する ILO 宣言」に挙げられた ILO 中核条約上の基本権を最低限のものとして尊重し、OECD
「多国籍企業行動指針」および ILO「多国籍企業宣言」、国際人権理事会「ビジネスと人権に関する指導原則」
等のガイドラインを支持し、これらの原則に基づいて事業活動を行います。また、事業活動を行う全ての国や
地域の法令を遵守します。 

このため、当社は２０２３年３月、センコーグループの人権に対する考え方をより明確にした上で取り組み
を推進すべく、ここに人権方針を策定しました。 

本方針は、当社の取締役会にて承認されたものです。 
センコーグループは、本方針に従い、グループとして人権を尊重して活動し、ビジネスパートナーを含む様々
な関係者と協働して、当社グループの事業活動に関連するすべてのステークホルダーの人権を尊重することを
目指します。 
 
適用範囲 
本方針は、センコーグループの全ての役員及び従業員に対して適用します。 
また、バリューチェーン上のビジネスパートナーやその他の関係者を通じて人権への負の影響がセンコーグル
ープの事業、製品またはサービスに直接結びつく場合、これらのビジネスパートナー等に対しても、本方針に
沿った行動と人権の尊重に期待し、継続的な働きかけを行っていきます。 
 
事業活動に関わる人権課題 
・差別 
 私たちは、国籍・人種・性別・年齢・宗教・思想・出自・性的指向・性自認・障がいの有無・雇用形態等に

基づく、いかなる差別も行いません。 
・ハラスメント 
 私たちは、身体的、もしくは精神的であるかを問わず、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントを含

むあらゆる形態のハラスメントを認めません。 
・強制労働 
 私たちは、強制労働を認めません。債務労働や人身取引を含むいかなる形態の現代奴隷も認めません。 
・児童労働 
 私たちは、児童労働を認めません。国際労働基準及び法に定められた最低就業年齢を遵守します。 
・外国人労働者 
 私たちは、外国人労働者の不当な扱いを認めません。適切な環境を整備します。 
・労働安全衛生 
 私たちは、職場の安全・衛生に関する国際労働基準及び法令に従い、安全で健康的な職場環境を整備しま



す。 
・労働時間と賃金 
 私たちは、適用される国際労働基準及び法令に従い、従業員の労働時間、休日、賃金を適切に管理し、労働

に対する適切な賃金を支払います。 
・結社の自由と団体交渉権 
 私たちは、労使関係における従業員の結社の自由及び団体交渉権を尊重します。 
 
人権デューデリジェンス 
私たちは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて人権デューデリジェンスの仕組みを構築
し、センコーグループの事業活動が原因を作出し、助長し、またはセンコーグループの事業、製品またはサー
ビスと直接結びつく人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図るよう努め、それらの効果の検証を
継続的に実施します。 
 
是正・救済 
私たちの事業活動が人権への負の影響を引き起こし、助長し、またはビジネスパートナー等との事業関係を通
じて、私たちの事業、商品もしくはサービスが人権への負の影響に直接関連していることが明らかになった場
合には、ビジネスパートナー等に対する是正の働きかけも含め、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り
組みます。 
 
苦情処理メカニズム 
私たちは、私たちの事業活動に関わる人権課題を適時に把握し対応していくため、適切かつ効果的な苦情処理
の仕組みの構築に取り組みます。 
 
教育・研修 
私たちは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に本方針の考えを反映するとともに、
全ての役員及び従業員が本方針について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施します。また、ビジ
ネスパートナーやその他の関係者への理解の浸透に努めます。 
 
情報の開示 
私たちは、本方針に基づく人権尊重に向けた取り組み及びその進捗状況について、定期的に報告・開示し、ス
テークホルダーがセンコーグループの取り組みを理解できるよう適切な情報提供に努めます。 
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